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本
書
は
、
一
九
世
紀
の
ア
ジ
ア
に
お
け
る
広
域
市
場
秩
序
の
形
成

を
検
討
し
た
共
同
研
究
の
成
果
で
あ
る
。「
総
論
」
に
お
い
て
編
者

の
一
人
、
籠
谷
直
人
氏
は
、「
領
域
性
」
と
「
関
係
性
」
と
い
う
二
つ

の
軸
か
ら
な
る
三
つ
の
象
限
を
提
示
し
た
う
え
で
、
本
書
の
課
題
を

「
一
九
世
紀
の
ウ
エ
ス
タ
ン
・
イ
ン
パ
ク
ト
が
ア
ジ
ア
に
も
た
ら
し

た
主
権
概
念
の
浸
透
過
程
（
象
限
Ⅰ
）
に
留
意
し
つ
つ
、
近
代
的
帝

国
主
義
の
東
漸
と
、
ア
ジ
ア
の
「
帝
国
（
象
限
Ⅳ
）
と
商
人
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
（
象
限
Ⅱ
）」
と
の
交
錯
を
、
長
期
の
歴
史
的
文
脈
の
な
か
で

議
論
す
る
」（
三
頁
）
こ
と
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
こ
に
掲
げ
た
章

立
て
に
あ
る
と
お
り
本
書
は
三
部
か
ら
な
り
、
第
Ⅰ
部
は
東
ア
ジ
ア

と
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
帝
国
経
済
の
変
容
を
、
第
Ⅱ
部
は
ア
ジ
ア
に

お
け
る
自
由
貿
易
原
則
の
浸
透
と
華
僑
商
人
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
伸

張
を
、
そ
し
て
第
Ⅲ
部
は
一
九
世
紀
に
お
け
る
ア
ジ
ア
間
貿
易
の
形

成
を
議
論
す
る
。

総
論

一
九
世
紀
ア
ジ
ア
の
市
場
秩
序

籠
谷
直
人

Ⅰ

帝
国
経
済
の
変
容

第
一
章

帝
国
と
互
市

岩
井
茂
樹

─
一
六
～
一
八
世
紀
東
ア
ジ
ア
の
通
交

第
二
章

閩
南
商
人
の
転
換

村
上

衞

─
一
九
世
紀
末
、
厦
門
に
お
け
る
ア
ヘ
ン
課
税
問
題

第
三
章

一
八
世
紀
後
半
の
ベ
ン
ガ
ル
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
東
イ
ン

〔
書

評
〕

籠
谷
直
人
・
脇
村
孝
平
編

『
帝
国
と
ア
ジ
ア
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
─
長
期
の
一
九
世
紀

─
』

古

田

和

子
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ド
会
社
の
貨
幣
政
策

谷
口
謙
次

第
四
章
「
長
期
の
一
九
世
紀
」
ア
ジ
ア

脇
村
孝
平

─
イ
ン
ド
経
済
史
を
中
心
に

Ⅱ

自
由
貿
易
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

第
五
章

東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
自
由
貿
易

籠
谷
直
人

第
六
章

一
九
世
紀
末
の
朝
鮮
を
め
ぐ
る
中
国
人
商
業
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク

石
川
亮
太

第
七
章
「
つ
な
ぐ
と
儲
か
る
」

帆
刈
浩
之

─
広
東
華
僑
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
慈
善
と
ビ
ジ
ネ
ス

Ⅲ

ア
ジ
ア
間
貿
易
の
形
成

第
八
章

環
ベ
ン
ガ
ル
湾
塩
交
易
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
市
場
変
容

─
一
七
八
〇
～
一
八
四
〇
年

神
田
さ
や
こ

第
九
章

一
九
世
紀
前
半
の
ア
ジ
ア
交
易
圏

杉
原

薫

─
統
計
的
考
察

第
一
〇
章

二
〇
世
紀
初
頭
に
お
け
る
香
港
の
銀
本
位
制

西
村
雄
志

第
一
一
章

イ
ギ
リ
ス
帝
国
下
の
イ
ー
ス
タ
ン
・
バ
ン
ク
問
題

─
英
領
イ
ン
ド
か
ら
海
峡
植
民
地
へ
（
一
八
五
三
～

六
七
年
）

川
村
朋
貴

第
Ⅰ
部
「
帝
国
経
済
の
変
容
」

第
Ⅰ
部
で
は
、
中
華
帝
国
と
ム
ガ
ル
帝
国
の
二
つ
の
旧
帝
国
の
変

容
を
議
論
し
て
い
る
。
岩
井
論
文
は
、
明
清
両
王
朝
に
お
け
る
朝
貢

と
互
市
の
歴
史
的
な
展
開
過
程
を
た
ど
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
書
の

論
点
の
一
つ
で
あ
る
「
自
由
貿
易
」
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う

問
い
に
迫
る
論
考
で
あ
る
。
本
論
は
、
明
代
の
朝
貢
一
元
体
制
の
な

か
か
ら
、
や
が
て
そ
の
枠
を
壊
す
こ
と
に
な
る
互
市
の
制
度
が
い
か

に
成
長
し
た
か
を
、
互
市
に
対
す
る
同
時
代
人
の
認
識
の
変
化
に
注

目
し
な
が
ら
跡
づ
け
る
。
互
市
の
制
度
は
、
一
六
世
紀
中
頃
以
降
そ

の
範
囲
を
拡
大
し
、
一
七
世
紀
後
半
の
清
朝
に
よ
る
海
禁
政
策
の
時

代
に
い
っ
た
ん
朝
貢
一
元
体
制
に
戻
る
が
、
海
禁
解
除
後
は
中
国
船

お
よ
び
諸
外
国
の
船
舶
に
よ
る
、
朝
貢
と
は
関
係
な
く
行
わ
れ
る
貿

易
を
広
く
認
め
る
も
の
に
な
り
、
一
八
世
紀
に
は
朝
廷
で
編
纂
さ
れ

た
書
物
も
「
互
市
諸
国
」
と
い
う
概
念
を
登
場
さ
せ
た
。
一
八
世
紀

の
互
市
制
度
で
は
経
済
政
策
お
よ
び
安
全
保
障
の
観
点
か
ら
規
制
と

管
理
が
行
わ
れ
た
が
、
規
制
と
管
理
は
、
当
該
期
の
互
市
が
参
入
の

自
由
を
前
提
と
し
た
一
種
の
自
由
貿
易
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
副
次
的

に
生
じ
た
政
策
手
段
で
あ
っ
た
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
。

村
上
論
文
は
、
開
港
以
前
そ
し
て
以
後
も
ア
ヘ
ン
の
主
要
な
輸
入
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拠
点
で
あ
っ
た
福
建
南
部
・
閩
南
の
厦
門
に
焦
点
を
あ
て
て
、
ア
ヘ

ン
課
税
を
め
ぐ
る
官
僚
、
諸
商
人
の
問
題
を
詳
細
に
検
討
し
た
論
考

で
あ
る
。
清
末
の
外
国
ア
ヘ
ン
に
対
す
る
課
税
は
、
一
八
八
七
年
の

芝
罘
協
定
追
加
条
項
の
発
効
に
よ
り
、
各
条
約
港
の
ア
ヘ
ン
に
対
す

る
釐
金
課
税
額
が
画
一
化
さ
れ
、
海
関
に
よ
っ
て
関
税
と
と
も
に
一

括
し
て
徴
収
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
外
国
ア
ヘ
ン
の
輸
入

代
替
が
進
ん
で
い
た
中
国
産
ア
ヘ
ン
に
つ
い
て
も
、
一
八
九
〇
年
以

降
、
課
税
整
備
が
進
め
ら
れ
た
。
こ
う
し
た
変
化
は
、
そ
れ
ま
で
ア

ヘ
ン
課
税
に
関
わ
っ
て
き
た
種
々
の
官
僚
、
商
人
の
関
係
に
大
き
な

影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
一
八
八
七
年
以
前
の
外
国
ア
ヘ
ン

に
対
す
る
税
は
、
関
税
が
中
央
政
府
、
釐
金
は
省
政
府
、
営
業
税
が

県
レ
ベ
ル
の
政
府
に
納
入
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
経
常
税
に
加
え

て
、
臨
時
の
付
加
税
と
し
て
の
捐
税
も
あ
っ
た
（
善
堂
な
ど
の
慈
善
経

費
な
ど
の
名
目
に
よ
る
）。
芝
罘
協
定
追
加
条
項
発
効
に
よ
っ
て
外
国

ア
ヘ
ン
徴
税
権
を
失
っ
た
道
台
・
厦
防
同
知
は
、
善
堂
へ
の
捐
税
を

通
じ
て
税
収
の
回
復
を
図
る
と
と
も
に
中
国
人
ア
ヘ
ン
商
人
に
対
す

る
統
制
回
復
を
試
み
た
が
、
捐
税
は
条
項
違
反
と
す
る
外
国
領
事
の

側
に
中
国
商
人
が
つ
い
た
た
め
に
、
こ
の
試
み
は
失
敗
に
終
わ
っ
た
。

こ
こ
に
一
九
世
紀
後
半
に
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
釐
金
徴
収
を
介
し
た

官
僚
に
よ
る
商
人
統
制
の
手
段
が
失
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、

厦
門
に
お
い
て
ア
ヘ
ン
釐
金
の
徴
収
を
長
年
請
け
負
っ
て
き
た
外
来

の
潮
州
商
人
（
広
東
）
も
厦
門
か
ら
撤
退
し
、
結
果
と
し
て
現
地
の

閩
南
商
人
は
自
ら
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
た
と

い
う
。
徴
税
請
負
を
め
ぐ
る
商
人
─
官
僚
関
係
は
中
国
に
お
け
る
市

場
秩
序
の
あ
り
方
を
規
定
す
る
問
題
で
あ
り
、
本
論
は
そ
の
秩
序
が

清
末
に
変
化
す
る
過
程
を
実
証
的
に
示
し
た
論
考
と
し
て
重
要
で
あ

る
。次

は
ム
ガ
ル
帝
国
の
変
容
を
議
論
し
た
論
考
で
あ
る
。
一
八
世
紀

南
ア
ジ
ア
は
従
来
か
ら
ム
ガ
ル
帝
国
の
「
衰
退
」
期
と
さ
れ
て
き
た

が
、
近
年
の
研
究
で
は
そ
う
し
た
停
滞
的
な
認
識
に
再
検
討
が
加
え

ら
れ
て
い
る
。
谷
口
論
文
は
、
ム
ガ
ル
帝
国
の
後
退
と
イ
ギ
リ
ス
に

よ
る
支
配
と
が
、
従
来
考
え
ら
れ
て
い
た
ほ
ど
に
は
直
線
的
に
結
び

つ
か
な
か
っ
た
と
い
う
認
識
に
た
っ
て
、
一
七
六
〇
～
七
〇
年
代
の

東
イ
ン
ド
会
社
内
部
で
議
論
さ
れ
た
貨
幣
改
革
の
意
義
を
論
じ
た
も

の
で
あ
る
。
一
八
世
紀
の
ベ
ン
ガ
ル
で
は
、
重
量
も
品
位
も
異
な
る

様
々
な
ル
ピ
ー
銀
貨
が
存
在
し
て
い
た
。
た
と
え
ば
ベ
ン
ガ
ル
内
で

同
じ
年
に
鋳
造
さ
れ
た
ル
ピ
ー
銀
貨
で
も
、
鋳
造
所
に
よ
っ
て
重
量

や
品
位
が
少
し
ず
つ
異
な
る
た
め
、
ほ
と
ん
ど
の
ル
ピ
ー
銀
貨
に
は

交
換
に
際
し
て
バ
ッ
タ
（
割
引
を
指
す
言
葉
）
が
存
在
し
、
銀
貨
の
価

値
を
計
る
サ
ラ
ー
フ
と
呼
ば
れ
る
専
門
両
替
が
大
き
な
役
割
を
は
た
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し
て
い
た
。
こ
う
し
た
状
況
に
対
し
て
東
イ
ン
ド
会
社
内
部
に
は
現

地
の
ベ
ン
ガ
ル
植
民
地
政
府
と
本
国
の
取
締
役
会
と
の
間
に
大
き
な

認
識
の
差
が
存
在
し
た
。
現
地
ベ
ン
ガ
ル
植
民
地
政
府
が
銀
貨
不
足

に
よ
る
ベ
ン
ガ
ル
経
済
の
停
滞
を
解
決
す
る
こ
と
を
優
先
し
、
あ
ら

た
な
貨
幣
と
し
て
金
貨
制
の
導
入
を
図
っ
た
の
に
対
し
て
、
本
国
の

取
締
役
会
は
多
様
な
銀
貨
を
統
一
し
、
地
税
徴
収
や
商
取
引
に
か
か

る
コ
ス
ト
を
削
減
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。

重
量
や
品
位
を
異
に
す
る
多
様
な
貨
幣
の
存
在
は
他
の
ア
ジ
ア
地
域

に
も
共
通
す
る
問
題
で
あ
り
、
本
論
は
当
該
期
の
ベ
ン
ガ
ル
経
済
を

め
ぐ
る
東
イ
ン
ド
会
社
内
部
の
政
策
論
争
問
題
に
と
ど
ま
ら
な
い
重

要
な
分
析
視
点
を
提
供
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

脇
村
論
文
は
、「
長
期
の
一
九
世
紀
」
が
も
つ
意
味
を
再
考
す
る

こ
と
が
、
ア
ジ
ア
経
済
史
に
お
け
る
分
析
枠
組
み
の
再
検
討
に
つ
な

が
る
こ
と
を
、
イ
ン
ド
経
済
史
の
文
脈
に
そ
っ
て
以
下
の
二
点
か
ら

提
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
第
一
点
は
、
一
九
世
紀
に
お
け
る
植
民
地

化
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
八
世
紀
か
ら
継
続
し
て
存
在
し
第
一
次
世

界
大
戦
頃
ま
で
続
く
連
続
性
を
、
イ
ン
ド
系
企
業
家
の
系
譜
を
と
お

し
て
示
す
こ
と
で
あ
る
。
第
二
点
は
、
植
民
地
期
の
飢
饉
、
疫
病
、

紛
争
、
貧
困
化
の
問
題
を
、
植
民
地
主
義
や
帝
国
主
義
に
よ
る
外
因

論
だ
け
で
議
論
す
る
の
で
は
な
く
、
近
世
か
ら
近
代
に
い
た
る
生
態

的
制
約
と
い
う
内
因
論
に
よ
っ
て
も
議
論
す
る
こ
と
で
あ
る
。
生
態

的
制
約
は
こ
こ
で
は
、
イ
ン
ド
に
お
け
る
降
雨
量
の
限
界
（
半
乾
燥

性
）
と
季
節
的
限
定
性
を
指
す
。
イ
ン
ド
で
は
、
三
大
飢
饉
を
は
じ

め
と
し
て
天
然
痘
・
コ
レ
ラ
・
ペ
ス
ト
・
マ
ラ
リ
ア
・
イ
ン
フ
ル
エ

ン
ザ
な
ど
の
疾
病
は
、
経
済
的
に
は
好
況
期
と
さ
れ
る
一
八
七
〇
年

代
か
ら
一
九
一
〇
年
代
に
集
中
し
て
発
生
し
た
。
そ
の
意
味
を
、
人

の
移
動
、
都
市
化
、
環
境
の
変
容
に
よ
る
疾
病
環
境
の
悪
化
か
ら
議

論
す
る
と
と
も
に
、
植
民
地
的
開
発
に
と
も
な
う
変
化
が
、
こ
の
地

域
に
近
代
以
前
か
ら
内
在
す
る
生
態
的
制
約
に
よ
っ
て
顕
在
化
し
た

こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
一
点
目
は
イ
ン
ド
史
の
「
陽
画
」
の
側
面
を
、

二
点
目
は
逆
に
「
陰
画
」
の
側
面
を
取
り
上
げ
る
も
の
で
あ
る
が
、

い
ず
れ
の
議
論
で
も
一
九
世
紀
の
植
民
地
主
義
や
帝
国
主
義
に
よ
る

「
外
因
」
よ
り
も
む
し
ろ
、
一
八
世
紀
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
ま
で
の

連
続
す
る
「
長
期
の
一
九
世
紀
」
を
念
頭
に
お
い
た
「
内
因
」
に
目

を
向
け
た
解
釈
が
強
調
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
点
が
本
論
の
大
き
な
特

徴
で
あ
る
。

第
Ⅱ
部
「
自
由
貿
易
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」

第
Ⅱ
部
で
は
、
ア
ジ
ア
に
お
け
る
自
由
貿
易
原
則
の
浸
透
と
華
僑

商
人
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
伸
張
が
検
討
さ
れ
る
。
籠
谷
論
文
は
、
ア



213

ジ
ア
の
旧
帝
国
で
あ
る
清
朝
の
「
管
理
」
貿
易
体
制
や
オ
ラ
ン
ダ
東

イ
ン
ド
会
社
の
「
独
占
」
の
後
退
過
程
を
追
い
な
が
ら
、
イ
ギ
リ
ス

に
よ
っ
て
強
制
さ
れ
た
自
由
貿
易
原
則
の
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
浸
透

を
検
討
し
て
い
る
。
ジ
ャ
ワ
に
拠
点
を
お
い
た
オ
ラ
ン
ダ
は
早
く
か

ら
福
建
系
華
僑
と
の
関
係
に
依
存
し
て
い
た
が
、
ジ
ャ
ワ
に
お
け
る

砂
糖
生
産
の
労
働
者
と
し
て
流
入
し
続
け
る
福
建
系
華
僑
な
ど
と
の

衝
突
を
回
避
で
き
な
か
っ
た
（
一
七
四
〇
年
の
紅
河
事
件
）。
そ
れ
に

対
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
場
合
に
は
広
東
系
華
僑
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
利

用
す
る
と
同
時
に
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
や
香
港
な
ど
の
自
由
貿
易
港
を

建
設
し
て
国
際
公
共
財
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
華
僑
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
の
伸
張
に
寄
与
す
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
。

ま
た
、
広
東
系
華
僑
通
商
網
は
対
日
取
引
に
も
積
極
的
に
か
か
わ
っ

て
く
る
。
東
南
ア
ジ
ア
の
華
僑
商
人
は
、
植
民
地
の
強
い
通
貨
を
用

い
て
、
通
貨
を
切
り
下
げ
た
日
本
か
ら
安
価
に
商
品
を
購
入
し
、
日

本
製
品
の
対
ア
ジ
ア
貿
易
を
拡
大
し
た
。
そ
の
意
味
で
、
近
代
日
本

の
対
ア
ジ
ア
貿
易
の
拡
大
は
、
イ
ギ
リ
ス
帝
国
主
義
と
華
僑
通
商
網

が
提
供
し
た
市
場
秩
序
に
強
く
依
存
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し

て
イ
ギ
リ
ス
の
自
由
貿
易
原
則
は
、「
イ
ン
ド
で
展
開
し
た
領
域
支

配
の
公
式
帝
国
で
は
な
く
、
ア
ヘ
ン
と
自
由
貿
易
港
、
そ
し
て
石
炭

燃
料
の
補
給
拠
点
と
を
結
び
つ
け
、
そ
し
て
あ
る
同
郷
に
裏
づ
け
ら

れ
た
ヒ
ト
、
モ
ノ
、
カ
ネ
、
情
報
の
ユ
ニ
ッ
ト
化
し
た
華
僑
の
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
と
相
互
依
存
関
係
を
結
ぶ
こ
と
で
、
東
ア
ジ
ア
に
影
響
圏

を
形
成
し
た
」（
一
六
一
頁
）
と
す
る
。

次
の
石
川
論
文
は
、
一
九
世
紀
末
の
朝
鮮
に
お
け
る
中
国
人
商
業

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成
過
程
を
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。
周
知
の
よ

う
に
、
朝
鮮
は
旧
帝
国
で
あ
る
清
朝
と
の
朝
貢
関
係
を
当
面
維
持
し

つ
つ
、
開
港
場
を
通
じ
た
自
由
貿
易
を
開
始
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

本
論
で
は
、
漢
城
（
雑
居
地
）
お
よ
び
清
朝
の
専
管
居
留
地
が
設
置

さ
れ
た
三
開
港
場
の
中
国
人
社
会
の
構
成
を
概
観
し
た
う
え
で
、
朝

鮮
開
港
場
の
中
国
商
人
が
上
海
や
日
本
を
含
む
多
角
的
な
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
を
構
築
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、

日
本
の
開
港
場
（
神
戸
）
経
由
で
朝
鮮
に
渡
航
し
た
広
東
系
中
国
商

人
の
場
合
に
は
、
在
日
中
国
人
商
人
か
ら
の
資
金
協
力
と
取
引
関
係

を
背
景
に
朝
鮮
で
の
商
業
活
動
の
展
開
を
企
図
し
て
い
た
こ
と
が
指

摘
さ
れ
る
。
ま
た
、
朝
鮮
の
場
合
に
は
、
こ
う
し
た
開
港
場
商
人
の

活
動
と
並
行
し
て
、
開
港
以
前
か
ら
存
在
し
て
い
た
山
東
半
島
を
中

心
と
す
る
在
来
型
船
交
易
に
よ
る
沿
岸
交
易
も
存
続
し
て
い
た
。
朝

清
間
の
貿
易
章
程
に
違
反
す
る
非
開
港
場
で
の
こ
う
し
た
活
動
は
、

現
地
地
方
官
へ
の
納
税
を
引
き
換
え
に
事
実
上
容
認
さ
れ
て
お
り
、

こ
の
点
は
朝
鮮
に
お
け
る
中
国
人
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
二
重
性
を
示
す
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も
の
と
し
て
重
要
で
あ
る
。

帆
刈
論
文
は
、
一
九
世
紀
末
の
広
東
華
僑
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
考

察
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
本
論
の
特
徴
は
、
当
該
期
の
華
僑
社
会
に

お
け
る
慈
善
の
展
開
を
、
ビ
ジ
ネ
ス
活
動
を
含
め
た
華
僑
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
全
体
の
秩
序
問
題
と
し
て
考
え
て
い
る
と
い
う
点
に
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
一
八
七
〇
年
に
香
港
に
設
立
さ
れ
た
東
華
医
院
の
慈
善

活
動
と
し
て
、
北
米
・
中
米
・
東
南
ア
ジ
ア
各
地
、
そ
の
他
広
東
人

の
活
動
の
及
ん
だ
海
外
諸
地
域
で
客
死
し
た
華
僑
の
遺
骨
の
送
還

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
紹
介
さ
れ
る
。
ま
た
、
一
九
世
紀
末
に
カ
ナ
ダ
の

バ
ン
ク
ー
バ
ー
で
永
生
公
司
を
立
ち
上
げ
た
広
東
幇
の
華
僑
、
葉
春

田
を
事
例
に
、
そ
の
貿
易
活
動
、
香
港
へ
の
送
金
ビ
ジ
ネ
ス
、
カ
ナ

ダ
太
平
洋
鉄
道
会
社
へ
の
中
国
人
労
働
者
の
斡
旋
活
動
を
紹
介
す
る
。

葉
春
田
が
行
っ
た
同
郷
華
僑
に
対
す
る
各
種
の
便
宜
提
供
や
慈
善
は
、

広
東
華
僑
が
異
な
る
政
治
・
文
化
圏
へ
越
境
す
る
際
に
生
じ
る
リ
ス

ク
の
軽
減
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
り
、
人
の
移
動
に
と
っ
て
基
底
的

な
安
全
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

第
Ⅲ
部
「
ア
ジ
ア
間
貿
易
の
形
成
」

第
Ⅲ
部
で
は
「
長
期
の
一
九
世
紀
」
に
お
け
る
ア
ジ
ア
間
貿
易
の

形
成
が
検
討
さ
れ
る
。
神
田
論
文
は
、
一
七
八
〇
～
一
八
四
〇
年
を

対
象
に
、
イ
ギ
リ
ス
東
イ
ン
ド
会
社
（
以
下
会
社
と
略
す
）
塩
独
占
体

制
下
の
東
部
イ
ン
ド
塩
市
場
の
変
容
を
分
析
し
た
も
の
で
あ
る
。
周

知
の
よ
う
に
塩
の
独
占
は
会
社
の
重
要
な
財
政
基
盤
で
あ
っ
た
が
、

本
論
は
、
会
社
に
よ
る
市
場
統
制
が
崩
壊
し
た
要
因
の
一
つ
と
し
て
、

会
社
自
身
が
創
出
し
た
環
ベ
ン
ガ
ル
湾
地
域
か
ら
の
塩
「
輸
入
」

（
コ
ロ
マ
ン
デ
ル
産
の
天
日
塩
＝
カ
ル
カ
ッ
チ
塩
）
が
あ
っ
た
こ
と
を
指

摘
す
る
。
正
規
の
政
府
塩
に
比
べ
て
安
価
な
コ
ロ
マ
ン
デ
ル
塩
を
輸

入
す
る
の
は
、
密
輸
に
よ
る
禁
制
塩
の
蔓
延
を
阻
止
し
、
塩
価
格
を

高
値
で
維
持
し
た
い
と
い
う
会
社
側
の
財
政
的
要
求
に
寄
与
す
る
か

ら
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
環
ベ
ン
ガ
ル
湾
地
域
で
は
輸
出
主
導
型
の

製
塩
業
が
活
発
に
な
り
、
テ
ル
グ
商
人
を
は
じ
め
と
す
る
さ
ま
ざ
ま

な
現
地
商
人
や
イ
ギ
リ
ス
お
よ
び
ポ
ル
ト
ガ
ル
商
人
な
ど
が
塩
交
易

に
参
入
し
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
塩
価
格
も
上
昇
し
た
。
そ
の
た
め

当
初
の
低
廉
な
輸
入
塩
が
も
っ
て
い
た
禁
制
塩
に
対
す
る
抑
制
効
果

が
損
な
わ
れ
て
、
禁
制
塩
市
場
の
拡
大
は
加
速
す
る
こ
と
に
な
り
、

結
果
的
に
は
会
社
の
統
制
崩
壊
と
そ
の
統
制
を
支
え
る
役
割
を
果
た

し
て
い
た
カ
ル
カ
ッ
タ
大
商
人
の
塩
取
引
か
ら
の
撤
退
を
促
し
た
の

で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
南
ア
ジ
ア
の
現
地
経
済
で
は
、「
一
八

世
紀
後
半
期
に
は
す
で
に
、
イ
ギ
リ
ス
商
人
の
み
な
ら
ず
ア
ジ
ア
商

人
の
参
入
を
活
発
に
し
た
自
由
貿
易
体
制
に
向
け
た
再
編
が
進
行
し
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て
い
た
」（
二
四
〇
頁
）
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

杉
原
論
文
は
、
一
九
世
紀
前
半
の
ア
ジ
ア
間
貿
易
の
規
模
と
構
造

を
、
イ
ギ
リ
ス
議
会
史
料
の
統
計
そ
の
他
に
よ
っ
て
概
観
し
、
一
八

四
〇
年
頃
の
ア
ジ
ア
間
貿
易
の
規
模
は
、
ア
ジ
ア
の
対
欧
米
遠
隔
地

貿
易
の
規
模
に
匹
敵
し
て
い
た
こ
と
、
か
つ
そ
の
額
は
拡
大
傾
向
に

あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
示
唆
す
る
。
杉
原
氏
は
前
著
に
お
い

て
、
一
八
八
三
年
、
一
八
九
八
年
、
一
九
一
三
年
の
ア
ジ
ア
間
貿
易

を
検
討
し
て
い
る
が
、
今
回
本
論
に
お
い
て
さ
ら
に
、
一
八
一
一
年

と
一
八
四
〇
年
の
推
計
を
加
え
た
こ
と
に
な
る
。

ま
ず
、
狭
義
の
ア
ジ
ア
間
貿
易
を
「
ベ
ン
ガ
ル
、
ボ
ン
ベ
イ
、
マ

ド
ラ
ス
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
ジ
ャ
ワ
・
マ
ド
ゥ
ラ
、
中
国
の
港
ま
た

は
地
域
間
の
貿
易
、
お
よ
び
六
地
域
と
そ
れ
以
外
の
ア
ジ
ア
の
港
と

の
貿
易
」
と
定
義
し
、
一
八
四
〇
年
の
規
模
を
一
四
五
五
万
ポ
ン
ド

と
推
計
。
全
体
と
し
て
み
れ
ば
そ
の
過
半
は
ア
ヘ
ン
貿
易
と
は
関
係

の
な
い
貿
易
で
あ
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
、
ア
ジ
ア
内
部
で
決
済
さ

れ
て
い
た
点
で
イ
ギ
リ
ス
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
決
済
メ
カ
ニ
ズ

ム
と
も
強
い
関
係
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
い
わ

ゆ
る
「
ア
ヘ
ン
貿
易
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
を
批
判
す
る
論
点
で
あ
る
（
図

九
─
七
参
照
）。
さ
ら
に
、
こ
れ
に
中
国
諸
港
と
東
南
ア
ジ
ア
間
の

ジ
ャ
ン
ク
貿
易
、
東
南
ア
ジ
ア
域
内
の
ジ
ャ
ン
ク
貿
易
を
含
め
た

（
１
）

「
広
義
の
ア
ジ
ア
間
貿
易
」（
二
四
五
五
万
ポ
ン
ド
）
を
推
計
し
、
こ
れ

と
対
欧
米
遠
隔
地
貿
易
（
一
八
七
〇
万
ポ
ン
ド
）
と
を
比
べ
る
と
広
義

の
ア
ジ
ア
間
貿
易
額
の
方
が
か
な
り
大
き
い
こ
と
、
さ
ら
に
中
国
国

内
（
陸
上
）
交
易
と
イ
ン
ド
の
陸
上
交
易
か
ら
地
域
貿
易
に
相
当
す

る
部
分
を
考
慮
し
つ
つ
、
一
八
四
〇
年
に
お
け
る
「
最
広
義
の
ア
ジ

ア
間
貿
易
」
の
規
模
が
推
計
さ
れ
る
（
五
三
二
五
万
ポ
ン
ド
）。
な
お
、

こ
こ
で
は
呉
承
明
『
中
国
資
本
市
場
与
国
内
市
場
』（
中
国
社
会
科
学

出
版
社
、
一
九
八
五
年
）
か
ら
中
国
国
内
交
易
規
模
を
一
億
ポ
ン
ド
強

と
し
、
国
内
交
易
の
一
〇
％
（
一
〇
〇
〇
万
ポ
ン
ド
）
を
地
域
間
交
易

と
す
る
こ
と
が
仮
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
場
合
、
ア
ジ
ア
貿

易
に
占
め
る
ア
ジ
ア
間
貿
易
の
比
重
は
三
分
の
二
を
超
え
て
い
た
こ

と
に
な
る
。「
ウ
ェ
ス
タ
ン
・
イ
ン
パ
ク
ト
と
植
民
地
支
配
が
も
っ

と
も
強
く
感
じ
ら
れ
た
「
長
期
の
一
九
世
紀
」
を
通
じ
て
、
ア
ジ
ア

が
世
界
貿
易
に
お
け
る
大
き
な
比
重
を
維
持
し
た
の
は
、
結
局
の
と

こ
ろ
ア
ジ
ア
（
東
ア
ジ
ア
、
東
南
ア
ジ
ア
、
南
ア
ジ
ア
）
の
経
済
発
展

径
路
（Sugihara

[2003,2004]

参
照
）
が
ウ
ェ
ス
タ
ン
・
イ
ン
パ
ク

ト
の
な
か
で
生
き
残
っ
た
か
、
あ
る
い
は
再
編
さ
れ
た
か
ら
で
あ
っ

た
。」（
二
七
三
～
四
頁
）
と
す
る
。
ま
た
、
商
品
別
構
成
か
ら
み
る
と
、

ア
ジ
ア
間
貿
易
の
過
半
は
、
ア
ジ
ア
の
大
衆
の
食
糧
、
衣
料
な
ど
の

必
需
品
か
ら
成
っ
て
い
た
こ
と
、
一
九
世
紀
前
半
の
ア
ジ
ア
綿
布
市
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場
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
綿
布
の
地
位
は
明
ら
か
に
上
昇
傾
向
に
あ
っ

た
が
、
同
時
に
ア
ジ
ア
綿
布
の
貿
易
が
比
較
的
緩
慢
な
衰
退
を
示
し

た
に
す
ぎ
な
い
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

西
村
論
文
は
、
二
〇
世
紀
初
頭
の
香
港
に
お
け
る
銀
本
位
制
を
取

り
上
げ
て
、
そ
の
構
造
の
特
質
を
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。
一
九
世

紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
に
か
け
て
、
国
際
金
本
位
制
が
急
速
に
浸

透
す
る
な
か
で
、
ア
ジ
ア
諸
地
域
は
短
期
間
の
う
ち
に
金
為
替
本
位

制
に
移
行
し
た
が
、
周
知
の
よ
う
に
香
港
は
イ
ギ
リ
ス
の
植
民
地
で

あ
り
な
が
ら
銀
本
位
制
を
採
用
し
た
（
厳
密
に
言
え
ば
、
一
八
四
四
に

イ
ギ
リ
ス
と
イ
ン
ド
の
通
貨
を
法
貨
と
し
て
金
本
位
制
を
採
用
し
た
が
、

こ
れ
ら
の
通
貨
は
香
港
で
は
ほ
と
ん
ど
流
通
し
な
か
っ
た
た
め
、
一
八
六

二
年
に
銀
本
位
制
に
移
行
し
た
）。
香
港
の
銀
本
位
制
は
、
中
国
の
華

南
経
済
を
支
え
る
と
同
時
に
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
を
中
心
と
す
る
銀

産
出
国
か
ら
銀
を
輸
入
し
つ
づ
け
る
こ
と
で
、
ロ
ン
ド
ン
銀
塊
相
場

の
下
落
を
防
ぎ
、
金
銀
比
価
の
不
安
定
性
を
あ
る
程
度
抑
制
す
る
役

割
も
果
た
し
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
ま
た
、
香
港
上
海
銀
行
、

チ
ャ
ー
タ
ー
ド
銀
行
、
マ
ー
カ
ン
タ
イ
ル
銀
行
の
三
行
が
発
行
し
た

銀
行
券
も
商
取
引
で
の
受
領
が
進
ん
だ
。
つ
ま
り
、
香
港
は
ポ
ン
ド

価
値
と
同
一
視
し
う
る
銀
行
券
を
流
通
さ
せ
て
、
自
由
貿
易
港
と
し

て
の
役
割
を
果
た
し
た
と
い
え
る
。
香
港
の
通
貨
制
度
は
、
一
方
で

銀
本
位
制
を
維
持
し
つ
つ
、
他
方
で
は
銀
行
券
を
介
し
て
ポ
ン
ド
建

取
引
に
も
対
す
る
二
面
性
を
持
っ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
が
国
際
金
本

位
制
の
枠
組
み
の
な
か
で
、
香
港
の
銀
本
位
制
が
備
え
て
い
た
特
徴

で
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。

最
後
の
川
村
論
文
は
、
ア
ジ
ア
貿
易
金
融
を
専
門
に
す
る
イ
ー
ス

タ
ン
・
バ
ン
ク
群
の
、
一
八
五
八
年
以
降
の
英
領
イ
ン
ド
、
海
峡
植

民
地
へ
の
進
出
過
程
を
取
り
上
げ
、
イ
ー
ス
タ
ン
・
バ
ン
ク
の
活
動

が
ど
の
よ
う
に
受
容
、
展
開
さ
れ
た
の
か
、
ま
た
そ
の
活
動
は
イ
ギ

リ
ス
の
ア
ジ
ア
経
済
・
帝
国
政
策
と
ど
う
関
係
し
て
い
た
の
か
を
検

討
す
る
。
イ
ー
ス
タ
ン
・
バ
ン
ク
群
は
英
領
イ
ン
ド
に
お
け
る
業
務

拡
大
を
図
る
が
、
銀
行
券
の
発
行
は
法
的
に
禁
止
さ
れ
て
お
り
、
そ

の
業
務
は
預
金
・
送
金
・
為
替
業
務
だ
け
に
限
ら
れ
た
。
英
領
イ
ン

ド
で
困
難
に
直
面
し
た
イ
ー
ス
タ
ン
・
バ
ン
ク
群
に
と
っ
て
、
東
イ

ン
ド
会
社
解
散
後
の
海
峡
植
民
地
は
ア
ジ
ア
で
の
ビ
ジ
ネ
ス
展
開
に

と
っ
て
重
要
な
場
所
に
な
っ
た
。
と
く
に
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
系
商
人
は
ロ
ン
ド
ン
に
本
店
を
も
つ
銀
行
の
支
店
誘
致
に
積

極
的
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
マ
ー
カ
ン
タ
イ
ル
銀
行
は
、
シ
ン
ガ

ポ
ー
ル
と
ペ
ナ
ン
で
の
支
店
開
設
を
承
認
さ
れ
、
一
八
六
一
年
ま
で

に
両
地
で
独
自
の
銀
行
券
を
発
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ

た
。
こ
う
し
た
イ
ー
ス
タ
ン
・
バ
ン
ク
群
の
海
峡
植
民
地
へ
の
進
出
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は
、
海
峡
植
民
地
の
英
領
イ
ン
ド
か
ら
の
離
脱
過
程
で
も
あ
り
、
海

峡
植
民
地
貿
易
に
お
け
る
対
中
国
、
対
東
南
ア
ジ
ア
を
中
心
と
し
た

ア
ジ
ア
間
貿
易
の
発
展
と
歩
調
を
合
わ
せ
る
よ
う
に
着
実
に
成
長
し
、

一
八
七
〇
年
ま
で
に
は
イ
ギ
リ
ス
の
「
公
式
帝
国
」
の
境
界
を
こ
え

た
地
域
に
ま
で
支
店
網
を
展
開
す
る
存
在
と
な
っ
た
、
と
す
る
。

以
上
、
各
章
の
内
容
を
紹
介
し
て
き
た
。
最
後
に
本
書
の
特
徴
お

よ
び
研
究
史
上
の
貢
献
と
し
て
以
下
の
三
点
を
指
摘
し
、
あ
わ
せ
て

今
後
の
さ
ら
な
る
議
論
が
望
ま
れ
る
点
を
あ
げ
て
お
き
た
い
。

第
一
は
、
一
九
世
紀
ア
ジ
ア
の
広
域
市
場
秩
序
を
分
析
す
る
た
め

に
、「
帝
国
」
と
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
と
い
う
視
点
を
セ
ッ
ト
に
し
て

取
り
上
げ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
ア
ジ
ア
の
旧
帝
国
で
あ
る
清

朝
と
ム
ガ
ル
帝
国
が
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
形
で
は
あ
る
が
、
従
来
想

定
さ
れ
て
き
た
以
上
に
開
放
性
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、

イ
ギ
リ
ス
の
近
代
的
帝
国
主
義
は
ア
ジ
ア
の
「
帝
国
」
の
開
放
性
を

通
し
て
東
漸
し
た
と
さ
れ
る
。
一
方
、
ア
ジ
ア
商
人
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
は
、
近
代
的
帝
国
主
義
が
提
供
し
た
自
由
貿
易
原
則
、
蒸
気
船
航

路
開
設
な
ど
の
公
共
財
を
使
っ
て
交
易
を
拡
大
し
、
近
代
ア
ジ
ア
の

市
場
秩
序
を
維
持
す
る
役
割
を
果
た
し
た
と
し
て
、「
イ
ギ
リ
ス
近

代
的
帝
国
主
義
と
華
僑
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
相
互
依
存
関
係
が
成
立
し

た
」（
一
五
九
頁
）
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
。

こ
う
し
た
見
解
は
、
従
来
の
非
公
式
帝
国
論
の
論
点
と
重
な
る
と

こ
ろ
が
あ
る
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
本
書
が
ア
ジ
ア
か
ら
の
パ
ー
ス

ペ
ク
テ
ィ
ヴ
を
重
視
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
世
界
史
に
お
け
る
一
九

世
紀
の
意
味
が
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
た
の
か
、
い
さ
さ
か
大
き
な
質

問
で
は
あ
る
が
、
尋
ね
て
み
た
い
点
で
あ
る
。

第
二
の
貢
献
は
、
従
来
、
デ
ー
タ
上
の
問
題
も
あ
っ
て
充
分
な
検

討
が
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
一
九
世
紀
前
半
の
ア
ジ
ア
に
つ
い
て
、

港
間
の
貿
易
統
計
を
も
ち
い
て
ア
ジ
ア
間
貿
易
の
推
計
値
が
提
出
さ

れ
た
点
で
あ
る
。

南
ア
ジ
ア
史
の
領
域
で
は
、
一
九
世
紀
前
半
、
と
り
わ
け
第
二
四

半
期
は
不
況
の
時
代
と
し
て
認
識
さ
れ
て
き
た
。
一
九
世
紀
前
半
は

清
朝
に
と
っ
て
も
危
機
の
時
代
で
あ
り
、
中
国
の
東
南
ア
ジ
ア
交
易

の
落
ち
込
み
も
指
摘
さ
れ
て
き
た
時
代
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
要
因
の

一
つ
と
さ
れ
る
、
い
わ
ゆ
る“silver

scarcity”

は
、
一
九
世
紀
前
半

の
ア
ジ
ア
間
貿
易
の
拡
大
傾
向
、
環
ベ
ン
ガ
ル
湾
交
易
の
活
性
化
と

ど
の
よ
う
に
関
係
す
る
の
か
、
あ
る
い
は
し
な
い
の
か
、
に
つ
い
て

さ
ら
な
る
議
論
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

第
三
は
、
ア
ジ
ア
に
お
け
る
「
も
う
一
つ
の
自
由
貿
易
」
の
存
在

を
提
起
し
た
こ
と
で
あ
る
。
一
八
三
八
年
の
イ
ギ
リ
ス
＝
オ
ス
マ
ン
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帝
国
通
商
条
約
（the

1838
A
nglo-O

ttom
an
C
om
m
ercialC

onvention

）

は
、
帝
国
の
通
商
障
壁
を
破
り
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
市
場
を
開
放
す
る

自
由
貿
易
主
義
を
も
た
ら
し
た
条
約
と
さ
れ
て
い
る
が
、
松
井
真
子

氏
は
こ
の
条
約
に
対
す
る
上
記
の
よ
う
な
解
釈
は
条
約
の
イ
ン
パ
ク

ト
を
「
過
剰
評
価
」
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
帝
国
内
の
独
占
体
制
は

一
八
三
八
年
以
前
に
廃
止
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
輸
出
規
制
は
あ
っ
た

が
輸
入
は
自
由
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
を
指
摘
す
る
。
オ
ス
マ
ン
帝
国

の
カ
ピ
チ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
商
人
の
帝
国
内
で
の
通
商

を
何
世
紀
に
も
わ
た
っ
て
保
障
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
中
華
帝
国
に

つ
い
て
の
、
本
書
第
一
章
の
以
下
の
文
章
も
ま
た
、
一
八
四
二
年
南

京
条
約
の
イ
ン
パ
ク
ト
を
過
剰
評
価
す
る
こ
と
へ
の
批
判
が
込
め
ら

れ
て
い
る
。「
清
朝
が
牢
固
た
る
「
朝
貢
シ
ス
テ
ム
」
の
殻
に
閉
じ

こ
も
ろ
う
と
し
た
こ
と
が
、「
自
由
貿
易
」
を
旗
頭
と
す
る
西
洋
諸

国
と
の
対
立
を
招
い
た
の
だ
と
す
る
歴
史
観
は
、
歪
ん
で
い
な
い
だ

ろ
う
か
。
一
九
世
紀
の
「
自
由
貿
易
」
を
東
シ
ナ
海
・
南
シ
ナ
海
に

呼
び
寄
せ
た
の
は
、
も
う
一
つ
の
自
由
貿
易
と
し
て
の
互
市
の
制
度

で
あ
っ
た
」（
五
二
頁
）。
独
占
と
財
政
確
保
の
た
め
の
管
理
と
の
相

違
、
輸
出
統
制
と
輸
入
統
制
の
違
い
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
重
商
主
義
と
自

由
貿
易
原
則
、
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
と
の
「
自
由
貿
易
」
と
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
諸
国
間
自
由
貿
易
と
の
関
係
、
自
由
貿
易
原
則
の
浸
透
と
実

（
２
）

態
と
し
て
の
自
由
貿
易
の
関
係
な
ど
は
、
改
め
て
議
論
す
る
必
要
が

あ
る
問
題
で
あ
る
。
清
朝
の
対
外
貿
易
が
、
一
八
世
紀
に
は
「
参
入

の
自
由
を
前
提
と
し
た
管
理
貿
易
た
る
互
市
制
度
」
と
い
う
「
も
う

一
つ
の
自
由
貿
易
」
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
本
書
の
テ
ー
マ

の
一
つ
で
あ
る
一
九
世
紀
ア
ジ
ア
に
お
け
る
「
自
由
貿
易
原
則
の
浸

透
」
と
い
う
と
き
の
「
自
由
貿
易
」
と
同
じ
な
の
か
違
う
の
か
、「
自

由
貿
易
」
と
は
何
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
本
書
は
こ
う
し
た
問
題
を

考
え
る
契
機
を
与
え
て
く
れ
る
貴
重
な
共
同
研
究
の
書
で
あ
る
。

（
１
）
杉
原
薫
『
ア
ジ
ア
間
貿
易
の
形
成
と
構
造
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書

房
、
一
九
九
六
年
）
第
一
章
。

（
２
）
松
井
真
子
「
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
専
売
制
と
一
八
三
八
年
通
商
条

約
─
ト
ル
コ
・
ア
ヘ
ン
の
専
売
制
（
一
八
二
八
～
一
八
三
九
年
）

を
事
例
と
し
て
」（『
社
会
経
済
史
学
』
第
六
四
巻
三
号
、
一
九
九

八
年
）。M

asako
M
atsui,

“O
ttom
an
M
onopoly

on
Silk

in
the
1830s,”

第
八
〇
回
社
会
経
済
史
学
会
全
国
大
会
、
二
〇
一
一

年
五
月
五
日
、
於
立
教
大
学
。

（
３
）

K
azuko

Furuta,
“C
om
m
ents

on
the
E
xpansion

of
the

G
lobal

E
conom

y
and

C
hanges

of
Local

M
arket

Institutions
in
the

M
id-19

th
C
entury:

T
he
Free-T

rade
R
egim

e
R
econsidered,”

第
八
〇
回
社
会
経
済
史
学
会
全
国
大

会
、
二
〇
一
一
年
五
月
五
日
、
於
立
教
大
学
。

（
３
）
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籠
谷
直
人
・
脇
村
孝
平
編
『
帝
国
と
ア
ジ
ア
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
─
長
期

の
一
九
世
紀
─
』（
世
界
思
想
社
、
二
〇
〇
九
年
一
一
月
刊
、
Ａ
５
判
、

三
五
二
頁
、
本
体
価
格
三
、
九
〇
〇
円
）

（
ふ
る
た

か
ず
こ
・
慶
應
義
塾
大
学
経
済
学
部
教
授
）


